
 

 

札幌市認知症介護実践研修実施機関指定要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」（平成１８年３月

３１日老発第０３３１０１０号厚生労働省老健局長通知。以下「局長通知」という。）

及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」（平成１８年３月３１日老

計発第０３３１００７号厚生労働省老健局計画課長通知。以下「課長通知」という。）

に定めるもののほか、両通知に基づき実施される認知症介護実践研修（以下「研修」と

いう。）の実施主体として市長が指定する法人又は団体（以下「研修実施機関」という。）

の指定手続きその他必要な事項を定める。 

なお、この要綱における年度とは、各年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

（指定の申請） 

第２条 研修実施機関の指定を受けようとする法人又は団体（以下「申請者」という。）

は、指定申請書（様式１）を市長に提出しなければならない。 

 

（指定の要件） 

第３条 研修実施機関の指定に係る要件は、局長通知及び課長通知に定めるもののほか次

のとおりとする。 

 （１）研修実施機関は、事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事務的能力及び事

業の安定的運営に必要な財政基盤を有する法人又は団体であること。 

 （２）研修事業の経理が他の事業の経理と明確に区分され、会計帳簿、決算書類等事業

の収支の状況を明らかにする書類が整備されていること。 

 （３）継続的に毎年度１回以上研修事業が実施されること。 

 （４）札幌市認知症介護実践研修実施要綱に基づき実施されること。 

 （５）北海道内に本店、支店又は営業所を有すること。 

 

（指定の決定） 

第４条 市長は、前条の指定の申請があったときは、前条の要件に基づき審査を行う。 

２ 市長は、申請内容が指定要件を満たすと認められる場合、研修実施機関としての指定

を行い、指定通知書（様式２）により申請者に通知するものとする。 

３ 市長は、指定をしないことを決定したときは、申請者に対し、理由を付して通知する。 

 

（受講者の募集等） 

第５条 研修実施機関は、募集時に、研修の受講を希望するものに対して、次の事項を公

開し研修内容等を明らかにしなければならない。 

 （１） 開講の目的 

 （２） 研修の名称、課程 



 

 

 （３） 実施場所 

 （４） 研修期間 

 （５） 研修カリキュラム 

 （６） 講師氏名 

 （７） 研修修了の認定方法 

 （８） 受講資格 

 （９） 受講手続（募集要綱等） 

 （10） 受講料、教材費等 

 （11） 使用テキスト等 

 （12） その他研修実施に関し必要な事項 

 

（事業計画の提出等） 

第６条 研修実施機関は、毎年３月末又は事業開始日のいずれか早い日までに、翌年度事

業に係る事業計画書（様式３）に所定の書類を添付して市長に提出しなければならない。 

２ 年度の途中に、研修実施機関となったものは、事業開始１ヶ月前までに当該事業に係

る事業計画書（様式３）に所定の書類を添付して市長に提出しなければならない。 

 

（変更の届出） 

第７条 研修実施機関は、申請の内容を変更する場合には、次に掲げる場合を除き、変更

内容を明らかにする関係書類を添付し、あらかじめ事業変更届（様式４）を市長に提出

するものとする。 

 （１）研修実施機関に関する事項について変更があった場合 

    法人登記簿の履歴事項全部証明書、変更後の定款等を添付して、変更した日から

１０日以内に提出する。 

 （２）事業計画書に関する事項について変更する場合 

    変更後の関係書類を添付して、変更する研修を実施する２０日前までに提出する。 

 

（事業休止の届出） 

第８条 研修実施機関は、研修事業を休止する場合には、あらかじめ事業休止届（様式５）

を市長に提出しなければならない。 

 

（事業再開の届出） 

第９条 研修実施機関は、研修事業を再開する場合には、あらかじめ事業再開届（様式６）

を市長に提出しなければならない。 

 

（事業廃止の届出） 

第１０条 研修実施機関は、研修事業を廃止する場合には、あらかじめ事業廃止届（様式

７）を市長に提出しなければならない。 



 

 

 

（指導監督） 

第１１条 市長は、研修実施機関に対し、当該事業が適正かつ効果的に行われるように

指導監督し、必要な時はいつでも研修の実施内容等を確認することができる。 

 

（指定の取消） 

第１２条 市長は、研修事業の申請内容に虚偽があったとき、研修事業の実施内容が局長

通知、課長通知及びこの要綱の規定に違反するときは、指定を取り消すことができる。 

 

（修了の認定及び修了証書の交付） 

第１３条 研修実施機関は、研修の講義、演習及び実習について、全カリキュラムを修了

した者を研修修了者として認定する。 

２ 研修実施機関は、研修修了者に対し、修了証書（様式８）を交付する。 

 

（修了者名簿） 

第１４条 研修実施機関は、研修修了者について研修の課程、修了証書番号、修了年月日、

氏名、住所及び生年月日その他必要事項を記載した修了者名簿（様式９）を作成、管理

しなければならない。 

 

（事業報告書等の提出） 

第１５条 研修実施機関は、研修終了の都度、速やかに修了者名簿を提出するとともに、

毎年５月末までに前年度の事業報告書（様式１０）を市長に提出するものとする。 

 

（留意事項） 

第１６条 研修実施機関は、事業運営上知り得た受講者に係る秘密の保持について、十分

に留意しなければならない。 

２ 研修実施機関は、受講者が実習において知り得た個人の秘密の保持について、十分に

留意するように受講者を指導しなければならない。 

３ 研修実施機関は、市長が研修に関する情報の提供その他の必要な指示を行った場合に

は当該指示に従わなければならない。 

 

（その他） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、事務の取扱に関し必要な事項は市長が別に定め

るものとする。 

 

  附 則 

 この要綱は、平成 22年１月 15日から施行する。 

 この要綱は、平成 23年４月１日から施行する。 



 

 

この要綱は、平成 29年４月１日から施行する。 

 この要綱は、令和６年４月１日から適用する。 

 


